
会 議 結 果 の お 知 ら せ 

 

令和７年度第３回宮古市子ども・子育て会議を次のとおり開催しました。 

 

令和８年３月９日 

 

宮古市子ども・子育て会議 

 

１ 開催日時 

  令和８年２月２５日（水） 午前１０時から午前１１時１５分まで  

 

２ 開催場所 

  市民交流センター２階 多目的ホール 

 

３ 議題 

  (1) 宮古市こども計画（案）について 

  (2) 宮古市立保育所等適正配置計画（案）について 

  (3) 乳児等通園支援事業の認可について 

  (4) 特定教育・保育施設の利用定員の変更等について 

  (5) その他 

 

４ 会議の概要 

  別添のとおり 

 

５ 問い合わせ先 

  保健福祉部こども家庭センター子育て支援係 

電話０１９３－６８－９０８４ 

 

 

 

 

  



 

令和７年度第３回宮古市子ども・子育て会議 

 

１ 出席者（１５名） 

  加藤敏子、小松美加、前川真穂、飛鳥克寛、佐々木千佳子、青山志保、加藤美季、 

長谷川寿子、川口太嗣、伊藤直子、齋藤玲子、刀澤仁、花輪政文、岸田優、 

千田志保 

２ 欠席者（３名） 

  高玉智晴、榊𠩤知美、似内織江 

３ オブザーバー出席者（１名） 

  岩手県沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター 

  福祉課 主事 小林奈々恵 

４ 事務局出席者（９名） 

  保健福祉部長 三田地環、保健福祉部こども家庭センター所長 大向守、 

  保健福祉部こども家庭センター統括支援員 多田広美、 

  保健福祉部こども家庭センター子育て支援係長 若江奈津子、同係主任 岩間愛 

  保健福祉部こども家庭センターこどものそだち応援係長 小野寺汐美、 

  保健福祉部こども家庭センター母子保健係長 沢田祐理子、 

  保健福祉部こども家庭センター保育係長 柾家真由美、同係主査 鳴海健治 

５ 傍聴者 

  なし 

６ 議事等 

  (1) 宮古市こども計画（案）について 

    宮古市こども計画（案）について事務局より説明した。 

  (2) 宮古市立保育所等適正配置計画（案）について 

    宮古市立保育所等適正配置計画（案）について事務局より説明した。 

  (3) 乳児等通園支援事業の認可について 

    乳児等通園支援事業の認可について事務局より説明した。 

  (4) 特定教育・保育施設の利用定員の変更等について 

    特定教育・保育施設の利用定員の変更等について事務局より説明した。 

  (5)その他 

 ・５歳児健康診査事業について、事務局より情報提供を行った。 

  

    



 

質疑応答内容 

質問・意見 回答 

【議題(1)「宮古市こども計画（案）につい

て」】 

（委員） 

 ワークショップの参加状況は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

アンケートの回収率が低い。意見が反映さ

れていると言えるのか。また、余裕がなくア

ンケートに答えられない方の意見が吸い上

げられているのか。 

 

（委員） 

 ４９ページの「児童の権利に関する条約」

と、５６ページの「こどもの権利条約」につ

いて、同じ条約を指しているため、条約名を

統一してはどうか。（意見） 

 

（委員） 

 宮古市のショートステイの利用状況は。 

 

 

 

（委員） 

 沿岸地域に養護施設がない。緊急時に子ど

もを預ける先として、里親を活用することを

検討してほしい。 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 NPO法人みやっこベースに委託をし、崎山

小学校は総合の授業の中で５・６年生に参加

していただいた。第一中学校も総合の時間を

活用し、３年生に参加していただいた。宮古

北高校は放課後の時間を活用し、３年生全員

ではないが、多くの方に参加していただい

た。子育て世帯については、みやっこハウス

に来ていただいた方を対象にしている。 

 

（事務局） 

他市の状況と比較して平均的な回収率と

認識しているが、決して高いとは考えていな

い。次回に向けて、意見反映の手法について

研究していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

令和５年度の事業開始以降ショートステ

イの実績はない。申し込みを許可したことは

あるが、最終的には使わなかった。 

 

（事務局） 

 宮古市に養護施設がないということでシ

ョートステイの利用に繋がらないことは事

実である。ショートステイの里親委託につい

て、岩手県で動きがある場合は情報をいただ

きたい。 

 

 



 

（委員） 

 こどもの権利を大人が知らないという状

況である。一般の大人たちも、こどもの権利

条約を学ぶようなワークショップなどを行

ってほしい。 

  

【議題(2)「宮古市立保育所等適正配置計画

（案）について」】 

（委員） 

 学童の家の過密に関しては、今後も空き教

室の利用を教育委員会と調整できるように

していただきたい。空き教室がないと運営で

きない場合もあり、教室が増えるということ

は見守りの人もほしい。事業所の努力という

ことは分かっているが、相談に行った際には

引き続き対応してほしい。 

 

（委員） 

 国の通知のことなどを学校長と副校長に

も理解してもらい、保護者にも学童保育の現

状を知っていただきたい。預ければ良いでは

なくて、子どもたちにとってどのような場所

が必要なのかを説明していただきたい。 

 

 

 

 

 

（委員） 

 学童の保育要件とはなにか。 

 

 

 

（委員） 

 子どもを保育できるが預けたい保護者が

いるということは、預けられる子どもが増

え、学童の職員が足りない中で対応しなけれ

ばならない。子育て期間は確かに大変だが、

楽しんでいただきたい。色々なサービスを利

（事務局） 

こどもの権利について一般の方に理解い

ただくことは重要だと考えているため、検討

していきたい。 

 

 

 

 

（事務局） 

 今年度文部科学省とこども家庭庁の連名

で空き教室の利用を推奨する通知が出され

た。学校と学童の時間は重ならないため、う

まくシェアしていくようにという方針であ

る。今後うまく活用して過密を解消していき

たい。また、人材についても今後も相談しな

がら進めていきたい。 

 

（事務局） 

 教育委員会でも学童の現状について心配

しており、毎月行っている校長会議に招いて

いただき、学童の家の現状を説明する機会を

いただいた。また、学童の館長にも会議に出

席してもらい、校長と話す機会を設けた。教

育委員会からは、今後も教育委員会、学校、

学童で三者連携して、子どもたちの居場所を

守っていくよう関係を続けていきたいとい

う話をいただいている。 

 

（事務局） 

放課後の時間帯に保護者が仕事などの理

由で不在にしており、子どもを保育すること

ができないという要件である。 

 

 

 

 

 

 

 



 

用することは良いことだと思うが、子育てで

きることが幸せと思って子育てしてほしい

と思う。（意見） 

 

【議題(3)「乳児等通園支援事業の認可につ

いて」】 

＜質疑なし＞ 

 

【議題(4)「特定教育・保育施設の利用定員

の変更等について」】 

＜質疑なし＞ 

 

【議題(5)「その他」】 

・５歳児健康診査事業について（情報提供） 

（委員） 

 ５歳児健康診査事業の中には耳鼻科と眼

科は入るのか。 

 

（委員） 

幼稚園の健診で耳鼻科と眼科を入れるよ

う、文部科学省から通知されている。園医の

他に、耳鼻科と眼科の先生が個別に園に健診

に行くことは、医師会からも難しいと言われ

た。５歳児健診の中で、耳鼻科と眼科の健診

が終わっていて、幼稚園の健診を免除できる

ことはないかと思いお聞きした。 

 

・その他 

（オブザーバー） 

 こども計画の中で課題として挙げられて

いる、ヤングケアラーや保育人材の確保につ

いては、市だけでは難しい問題でもあるた

め、県としても連携をとりながら支援してい

きたい。また、市立保育所の適正配置につい

ても市と県で協力し合いながら、子どもと子

育て家庭が安心して暮らせる環境づくりを

進めていきたい。（意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

眼科のチェック項目はあるが、健診事業の

中では具体的な診察など行うものではない。 

 

（事務局） 

 ５歳児健康診査事業では、地域の医師会の

協力が不可欠で、地域によっては医師の数が

足りないなどの地域の声があり、全員実施の

要件が緩和された。幼稚園の健診のあり方

も、国の方針を踏まえての検討になると思わ

れる。 

 

 

 


